
徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
四
号

徳
島
県
病
院
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

徳
島
県
病
院
事
業
管
理
者

香

川

征

徳
島
県
病
院
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

徳
島
県
病
院
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
七
年
徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
中
「
第
八
条
」
を
「
第
七
条
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
病
院
長
へ
の
委
任
事
務
に
関
す
る
各
局
長
等
の
専
決
等
）

第
十
七
条
の
二

病
院
長
は
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
事
務
の
う
ち
、
管
理
者
が
あ
ら
か
じ

め
指
定
し
た
事
項
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
病
院
の
医
療
局
長
、
薬
剤
局
長
、
医
療
技
術
局
長
、
看
護
局
長

及
び
事
務
局
長
又
は
管
理
者
が
指
定
す
る
職
員(

以
下
「
各
局
長
等
」
と
い
う
。)

に
専
決
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。

２

病
院
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
事
務
を
決
裁
さ
せ
る
職
員
が
不
在
の
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
管
理

者
が
指
定
す
る
職
員
に
そ
の
事
務
を
代
決
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
第
十
二
中
「
第
十
六
条
」
を
「
第
十
七
条
」
に
改
め
、
同
表
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
り
、
第
三

号
を
第
一
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


